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平成 24年第１回定例 

夕 張 市 議 会 会 議 録 

平成 24年 3月 9日(金曜日) 

午前 10時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

第 １ 会期の決定について 

第 ２ 市長並びに教育委員会委員長等の行政報告

と報告に対する質問 

第 ３ 議案第 ９号 平成23年度夕張市一般会計

補正予算 

    議案第１０号 平成23年度夕張市国民健康

保険事業会計補正予算 

    議案第１１号 平成23年度夕張市診療所事

業会計補正予算 

    議案第１２号 平成23年度夕張市水道事業

会計補正予算 

第 ４ 議案第１９号 財産の処分について 

第 ５ 議案第２６号 事業契約の締結について 

第 ６ 議案第 １号 平成24年度夕張市一般会計

予算 

    議案第 ２号 平成24年度夕張市国民健康

保険事業会計予算 

    議案第 ３号 平成24年度夕張市市場事業

会計予算 

    議案第 ４号 平成24年度夕張市公共下水

道事業会計予算 

    議案第 ５号 平成24年度夕張市介護保険

事業会計予算 

    議案第 ６号 平成24年度夕張市診療所事

業会計予算 

    議案第 ７号 平成24年度夕張市後期高齢

者医療事業会計予算 

    議案第 ８号 平成24年度夕張市水道事業

会計予算 

    議案第１６号 夕張市営住宅条例の一部改

正についての提案説明並びに市政執行方針

及び教育行政執行方針 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（9名） 

 大 山 修 二 君 

 小 林 尚 文 君 

 高 間 澄 子 君 

 熊 谷 桂 子 君 

 高 橋 一 太 君 

島 田 達 彦 君 

 藤 倉   肇 君 

 厚 谷   司 君 

 角 田 浩 晃 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開議 

●事務局長 竹下明洋君  ご起立願います。 

●議長 高橋一太君  ただいまから平成24年第1

回定例夕張市議会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  本日の出席議員は 9名、全

員であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  これより、本日の会議を開

きます。 

―――――――――――――――――――――――

●議長 高橋一太君  本日の会議録署名議員は、

会議規則第 118条の規定により 

大山議員 

小林議員 

を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程に入ります前に、事務

局長から諸般の報告をいたします。 

●事務局長 竹下明洋君  報告いたします。 

 参与並びに書記の職氏名についてでありますが、

地方自治法第 121条の規定に基づき、議長の求めに

応じて出席した参与の職氏名、また本議会の書記の

職氏名は、お手元に配付しておりますプリントのと
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おりであります。 

 以上で報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

「別紙」 

 市長      鈴 木 直 道 君 

 教育委員会委員長 

         氏 家 孝 治 君 

 選挙管理委員会委員長 

         佐 藤 憲 道 君 

 農業委員会会長 山 田   昇 君 

 監査委員    松 倉 紀 昭 君 

◎市長の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 理事      清 水 敬 二 君 

 理事      髙 畠 信 次 君 

 まちづくり企画室長 

         熊 谷 禎 子 君 

 まちづくり企画室主幹 

         佐 藤   学 君 

 まちづくり企画室主幹 

         上 田 晃 弘 君 

 総務課長    及 川 憲 仁 君 

 総務課主幹   平 塚 浩 一 君 

 総務課主幹   金 光 恭 児 君 

 総務課主幹   佐 藤 喜 樹 君 

 財務課長    石 原 秀 二 君 

 財務課税務担当課長 

         三 浦   護 君 

 財務課主幹   押野見 正 浩 君 

 財務課主幹   大 島 琢 美 君 

 財務課主幹   中 沢 吉 弘 君 

 産業課長    木 村 卓 也 君 

 産業課主幹   朝 日 敏 光 君 

 産業課主幹   成 田 裕 幸 君 

 建設課長    細 川 孝 司 君 

 建設課建築住宅担当課長 

         中 港 康 裕 君 

 建設課主幹   熊 谷   修 君 

 建設課主幹   近 野 正 樹 君 

 建設課主幹   細 木 良 一 君 

 建設課主幹   大 森 世志英 君 

 上下水道課長  天 野 隆 明 君 

 上下水道課技術担当課長 

         小 林 正 典 君 

 上下水道課主幹 竹 澤 祐 幸 君 

 市民課長    芝 木 誠 二 君 

 市民課主幹   千 葉 葉津乃 君 

 市民課主幹   小 松 政 博 君 

 市民課主幹兼南支所長 

   清 野 敦 子 君 

 保健福祉課長兼福祉事務所長 

         池 下   充 君 

 保健福祉課生活福祉担当課長 

 松 本 賢 司 君 

 保健福祉課主幹 武 藤 俊 昭 君 

 保健福祉課主幹 濱 中 昌 一 君 

会計管理者兼出納室長 

    寺 江 和 俊 君 

消防長兼消防次長 

     鷲 見 英 夫 君 

 消防署長    増 井 佳 紀 君 

 消防本部管理課長 

   田 中 義 信 君 

◎教育委員会委員長の委嘱を受けて出席した者の

職・氏名 

 教育長     小 林 信 男 君 

 教育課長    秋 葉 政 博 君 

 教育課社会教育担当課長 

 古 村 賢 一 君 

 教育課主幹   鈴 木 茂 徳 君 

 教育課主幹   西 岡 博 幸 君 

◎選挙管理委員会委員長の委嘱を受けて出席した者

の職・氏名 

 事務局長    及 川 憲 仁 君 

◎農業委員会会長の委嘱を受けて出席した者の職・

氏名 

 事務局長    朝 日 敏 光 君 



平成 24年 1定 1日目 

－3－ 

◎監査委員の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 事務局長    及 川 憲 仁 君 

◎本議会の書記の職・氏名 

 事務局長    竹 下 明 洋 君 

 主査      熊 谷 正 志 君 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  本日の日程は、お手元に配

付しているプリントのとおりであります。 

 それでは、直ちに日程に従って会議を進行いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程第 1、会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 この場合、議会運営委員会委員長の報告を求めま

す。 

小林委員長。 

●小林尚文君（登壇）  ただいまから、今期定例

市議会の運営に関し、先に議会運営委員会を開催し

協議しておりますので、その結果についてご報告申

し上げます。 

  まず会期についてでありますが、付議案件は当初、

議案 26件、報告 4件でありましたが、議会からの決

議案 1件が追加提出されることとなっており、また、

意見書案 12件が目下調整中でありますので、これら

を合わせますと 43件となるものでありますが、意見

書案の調整内容によってはこの件数が変更となるこ

とも予測されますので、あらかじめご了承願います。 

  したがいまして、これまでの慣例等からいたしま

して、会期につきましては本日から 23 日までの 15

日間と決定したところであります。 

次に、これらの案件の取り扱いについてでありま

すが、新年度予算及びこれに関連する議案は行政常

任委員会に付託して審査することとしております。 

また、補正予算等につきましては本会議初日、そ

の他につきましては本会議 3日目もしくは最終日に

おいてそれぞれ即決することといたしております。 

次に、審議日程につきましてはお手元に配付され

ております会議日程表に従い、順次報告いたします

ので、ご覧願います。 

  まず本日は、市長並びに教育委員会委員長等の行

政報告と報告に対する質問を行い、終了次第、平成

23年度夕張市一般会計補正予算をはじめとする6議

案を順次上程、議決をし、次いで市長並びに教育長

から平成 24 年度市政執行方針及び教育行政執行方

針、理事から各議案の提案理由の説明を受け、この

日の会議を散会いたします。 

 なお、大綱質問の通告につきましては 12日正午ま

でに提出くださいますようお願い申し上げます。 

なお、一般質問については締め切りまでに通告が

ありませんでしたので、一応報告いたします。 

 次に、10 日、11 日は市の休日のため、12 日、13

日、14日は議案調査のためそれぞれ休会といたしま

す。 

  次に、15日、16日につきましてはそれぞれ本会議

を開催し、通告されました大綱質問を行い、これが

終了後、新年度予算及びこれに関連する議案を行政

常任委員会に付託し、次いで土地開発公社の事業計

画にかかわる報告案件を除く報告案件を順次上程、

議決してまいります。 

次に、17 日、18 日、20 日は市の休日のため、19

日は議案調査のため、21日、22日は議会から付託さ

れた議案審査のため行政常任委員会が開催されるた

め、それぞれ休会といたします。 

最後に 23日でありますが、本会議第 4日目を開催

し、行政常任委員会の審査報告と全議案の上程、議

決をし、本定例市議会を閉会することとしておりま

す。 

なお、23日の会議につきましては、都合により午

後1時30分からといたしますので、ご了承願います。 

以上で報告を終わります。 

●議長 高橋一太君  ただいまの議会運営委員会

委員長の報告のとおり、本議会の会期を本日から 23

日までの 15日間と決定してご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

したがって、本議会の会期は本日から 23日までの
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15日間と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程第 2、市長並びに教育

委員会委員長等の行政報告と、報告に対する質問を

行います。 

 はい、市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  平成 23年 12月 13

日から平成 24年 3月 8日まで、行政についてご報告

を申し上げます。 

はじめに財政関係についてでございますが、1 月

23日、総務省において米田耕一郎総務省自治財政局

官房審議官ほかを訪れ、平成 23年度特別交付税に関

する要望を行ったところでございます。 

2月 17日、地方交付税法第 16条第 2項の規定に

基づき、3月に交付すべき特別交付税の一部として 2

億 7,000万円の繰上げ交付が決定されたところでご

ざいます。 

次に地域開発関係についてでございますが、3月 2

日、夕張鹿鳴館において独立行政法人中小企業基盤

整備機構が開催した夕張緑陽団地に係る土地譲渡契

約締結調印式に立会人として出席し、宮地正巳同機

構北海道支部長と牟田幸雄東亜建材工業株式会社代

表取締役が土地譲渡契約証書を取り交わした後、同

社の立地に対しお礼のあいさつを述べたところでご

ざいます。 

3 月 8 日、市役所会議室において独立行政法人中

小企業基盤整備機構が開催した夕張緑陽団地に係る

土地譲渡契約締結調印式に立会人として出席をし、

宮地正巳同機構北海道支部長と林壮之介株式会社日

本パープル代表取締役社長が土地譲渡契約証書を取

り交わした後、同社の立地に対しお礼のあいさつを

述べたところでございます。 

次に一般関係についてでございますけども、12月

22日及び 2月 9日、市民の声を市政に生かしていく

ことを目的とした市長と話そう会を開催し、市民か

ら市政に関する意見や要望を聞いたところでござい

ます。 

12 月 22 日、市役所応接室において本市福祉事務

所嘱託医として長年にわたる福祉行政への貢献によ

り受賞決定された中條俊博医師に対し、平成 23年度

社会福祉功労者厚生労働大臣表彰を伝達し、お礼の

あいさつを述べたところでございます。 

12 月 23 日、ホテルシューパロにおいて開催され

た株式会社アクリフーズ会社設立 10 周年記念式典

に出席し、祝辞を述べたところでございます。 

12 月 29 日、市内各消防分団に歳末特別警戒管理

者巡視を行い、分団員を激励したところでございま

す。 

1月 8日、清水沢駅前公園において平成 24年消防

出初式を挙行し、観閲式に引き続き清水沢地区公民

館で開催した式典において式辞を述べたところでご

ざいます。 

1月 8日及び 1月 21日、北海道夕張親子で雪ん子

リフレッシュキャンプ日本・カタール友好交流会に

参加し、歓迎のあいさつを述べたところでございま

す。 

1 月 8 日、清水沢地区公民館において挙行された

平成 24年夕張市成人祭式典に出席し、祝辞を述べた

ところでございます。 

1月 16日、札幌市において開催されたゆうばり国

際ファンタスティック映画祭 2012 記者発表に名誉

大会長として出席し、あいさつを述べたところでご

ざいます。 

1月 20日、首相官邸においてカタール国国務外務

大臣ハリド・アル・アティーヤ閣下をはじめ東日本

大震災の被災地の親子 3組とともに野田佳彦内閣総

理大臣を訪れ、カタール国がカタール・フレンドシ

ップ・ファンド教育・福祉復興事業を設立したこと

や、カタール国とともに取り組む被災地支援によっ

て新しい地域間連携・国際連携の形ができたことに

ついて報告した後、夕張市の財政再建と地域再生に

向けた要望書を提出し、再生振替特例債の償還財源

確保と既存の枠組みを超えた財政支援等による財政

再生計画の期間短縮について要望したところでござ

います。 

1月 20日、南清水沢 3丁目 27番地 1において記
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載のとおり火災があったところでございます。ご覧

いただければと思います。 

1月 22日、岩見沢市において開催された民主党緊

急雪害対策会議に出席し、市内における降雪及び積

雪の状況について報告した後、支援の要望を行った

ところでございます。 

1月 22日においては岩見沢市、1月 24日において

は東京都、1月 28日においては札幌市のそれぞれに

おいて管内選出国会議員ほかを訪れ、1月 20日に野

田佳彦内閣総理大臣に対し夕張市の財政再建と地域

再生に向けた要望書を提出したことを報告するとと

もに、再生振替特例債の償還財源確保と既存の枠組

みを超えた財政支援等による財政再生計画の期間短

縮について要望したところでございます。 

2 月 1 日、社会福祉法人雪の聖母園障がい者支援

施設しみずさわ地域支援センターライフネットゆう

ばりにおいて開催されたライフネットゆうばり開設

祝賀会に出席し、祝辞を述べたところでございます。 

2 月 7 日、北海道議会において市議会高橋一太議

長及び角田浩晃副議長とともに北海道議会喜多龍一

議長及び三津丈夫副議長ほかを訪れ、1月 20日に野

田佳彦内閣総理大臣に対し夕張市の財政再建と地域

再生に向けた要望書を提出したことを報告するとと

もに、再生振替特例債の償還財源確保と既存の枠組

みを超えた財政支援等による財政再生計画の期間短

縮について要望したところでございます。 

2月 16日、東京消防庁との自治体間交流事業の一

環として行われた夕張市消防事情調査を終えた東京

消防庁職員による帰任に係る報告会を市役所応接室

において開催し、調査を終えた職員に対しねぎらい

の言葉を述べたところでございます。 

2月 20日、東京消防庁との自治体間交流事業の一

環として行った東京消防庁予防実務者特別研修を終

えた本市消防職員による帰任に係る報告会を市役所

応接室において開催し、研修を終えた職員に対しね

ぎらいの言葉を述べたところでございます。 

同じく 20日、夕張市老人福祉会館において開催さ

れた平成 23 年度空知ブロック民生委員児童委員初

任者研修に出席をし、あいさつを述べたところでご

ざいます。 

同じく 20 日、岩見沢市において開催された平成

24年南空知ふるさと市町村圏組合第1回理事会及び

議会第 1回定例会に出席し、平成 24年度事業計画及

び歳入歳出予算について審議を行い、これを承認し

たところでございます。 

2月 23日、アディーレ会館ゆうばりにおいて開催

されたゆうばり国際ファンタスティック映画祭

2012開会式に名誉大会長として出席し、あいさつを

述べたところでございます。 

同じく 23日、岩見沢市において開催された空知地

方総合開発期成会平成23年度第2回定時総会に高畠

理事が代理出席し、平成 24年度事業計画及び歳入歳

出予算について審議を行い、これを承認したところ

でございます。 

同じく 23 日、岩見沢市において開催された平成

23 年度空知地方開発予算懇談会に高畠理事が代理

出席し、国や北海道の新年度予算や事業内容につい

て説明を受けた後、意見交換を行ったところでござ

います。 

2月 28日、夕張市民研修センターにおいて開催さ

れた第 6回夕張市まちづくりマスタープラン策定委

員会に出席し、策定委員に対しお礼のあいさつを述

べたところでございます。 

3 月 1 日、北海道夕張高等学校において挙行され

た平成 23年度第 20回夕張高校卒業証書授与式に出

席し、祝辞を述べたところでございます。 

1月 10日から 3月 3日まで、市内において各種機

関、団体の総会等が開催されましたので、次のとお

り出席し、あいさつを述べたところでございます。

ご覧いただければと思います。以上でございます。 

現金及び物品等の寄附につきましては、別紙調書

のとおり個人及び団体から現金及び物品等の寄附が

ございました。 

本議会を通じまして感謝の意を表し、報告に替え

させていただきたいと思います。 

以上、行政報告を終わります。 
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●議長 高橋一太君  はい、教育長。 

●教育長 小林信男君（登壇）  平成 23年 12月

13日より平成 24年 3月 8日までの教育行政にかか

わる主なものについてご報告申し上げます。 

 12月 21日、岩見沢市において開催の平成 23年度

第 4回空知管内市町教育委員会教育長会議に出席を

し、空知教育局の各所管から報告を受けた後、当面

する教育上の諸課題について協議を行ったところで

あります。 

 1 月 8 日、清水沢地区公民館にて夕張市成人祭実

行委員会の主催により、平成 24年夕張市成人祭を挙

行したところであります。 

 当日の出席者につきましては 66 名、出席率 80.5

パーセントでありました。 

 1月 27日から 2月 17日まで、インフルエンザの

集団感染により、夕張小学校においては学級閉鎖、

学校閉鎖、ユーパロ幼稚園におきましては園の閉鎖

をし、臨時休業の措置を講じたところであります。 

 2月 17日、市役所 4階会議室において夕張市特別

支援教育連携協議会設置総会に出席をし、設置に当

たってのあいさつを述べたところであります。 

 本協議会は、障がい児にかかわる市内外の関係機

関の代表が一堂に会することにより、障がいを持つ

子どもに関する情報を共有し、お互いに連携をして

支援、指導を行うことを目的として立ち上げたもの

であります。 

 2月 19日、清水沢清栄町において開催の社団法人

天然記念物北海道犬保存会主催による第 170回本部

展覧会、第 107回本部獣猟協議会に来賓として出席

をし、歓迎のあいさつを行ったところであります。 

 2月 23日未明、夕張市美術館が屋根に積もった雪

の重みにより崩落しました。 

 夕張市美術館については、夕張市公の施設に係る

指定管理者の指定手続き等に関する条例第 8条の規

定に基づき、平成 19年 4月 1日から加森観光株式会

社、夕張リゾート株式会社と協定を締結し、指定管

理を行っていたところであります。 

 2月 24日、岩見沢市において開催の空知管内教育

実践表彰選考委員会に選考委員として出席をし、学

校教育、社会教育の実践研究活動等においてその実

績が顕著な個人及び団体について選考を行ったとこ

ろであります。 

 3月 1日、夕張高等学校において開催の平成 23年

度第 20 回卒業証書授与式に委員長とともに来賓と

して出席したところであります。 

 以上、報告とさせていただきます。 

●議長 高橋一太君  これより、報告に対する質

問を行います。 

 はい、島田議員。 

●島田達彦君  行政報告について質問いたします。 

 2月 23日なんですが、北海道後期高齢者医療広域

連合会の会議があったと思われるんですが、これは

記載漏れでしょうか。 

●議長 高橋一太君  はい、記載漏れかどうか含

めてご答弁いただきたいと思います。 

 はい、課長。 

●市民課長 芝木誠二君  2月23日の後期高齢者

広域連合の議会においては欠席をしております。 

●議長 高橋一太君  はい、島田議員。 

●島田達彦君  この日行われた北海道後期高齢者

医療広域連合会、議員として市長の名前が挙がって

いると思います。 

 全道における議員の数 28名に対して、高齢化率の

高い本市においては大事な会議、公務と思われます

が、その辺どのようなお考えでしょうか。 

●議長 高橋一太君  はい、市長。 

●市長 鈴木直道君  ご質問にお答えいたします。 

 後期高齢者の議員は高齢化率が高い割合のところ

から選出をいただいて、私もお役目をいただいてい

るところでございます。 

 議会についてはでき得る限り参加するような形を

取っておりますけども、他の公務と重複した場合に

ついてはしっかりと優先順位を判断した上で、出席

するか否かを判断をしております。 

 その中で、今回は他の公務を優先させていただい

たということでございます。 
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 以上です。 

●議長 高橋一太君  はい、島田議員。 

●島田達彦君  この日は市長、映画祭のあいさつ

で、そちらのほうが大事な公務だったというご判断

なんでしょうか。 

●議長 高橋一太君  はい、市長。 

●市長 鈴木直道君  どちらも非常に重要なもの

であるというふうに考えておりますけども、後期高

齢者広域連合の会議については欠席の判断をさせて

いただいたということでございます。 

●議長 高橋一太君  はい、島田議員。 

●島田達彦君  前期もですね、同じこの会議を市

長欠席しまして、反省しているという答弁もあった

と思いますが、行政サイドとしてはどのようなお考

えなんでしょうか。 

●議長 高橋一太君  はい、市長。 

●市長 鈴木直道君  前市長の方からそういうお

話があったのかもしれませんが、ゆうばり国際ファ

ンタスティック映画祭も市内における大きな行事で

ございます。 

 後期高齢者広域連合の議員として情報は絶えず共

有はさせていただいておりますし、必要があれば議

員として発言もしてまいりますけども、今回、同時

に重なった場合にどちらかしか出席できない中で、

市長として判断をして国際ファンタスティック映画

祭のほうに参加をさせていただいたということでご

ざいます。 

●議長 高橋一太君  よろしいですか。 

 はい、ほかにございませんか。 

 はい、熊谷議員。 

●熊谷桂子君  市長の行政報告の中の 2月 7日で

すが、ここに最後のほうに既存の枠組みを超えた財

政支援等による財政再生計画の期間短縮について要

望したというふうにあります。 

 もう少し具体的に、わかりやすくお願いしたいん

ですが。 

●議長 高橋一太君  はい、市長。 

●市長 鈴木直道君  お答えいたします。 

 既存の枠組み、現在の法律上の枠組みを超えた支

援についてもご検討いただきたいというお話でござ

います。 

●議長 高橋一太君  はい、熊谷議員。 

●熊谷桂子君  そのことはもちろん、この文面を

読めばわかるんですが、もう少し具体的に何か踏み

込んだようなお話をされたのか、この文面の以上の

ことはないのか、その辺をちょっとお聞きしたかっ

たんです。 

●議長 高橋一太君  はい、市長。 

●市長 鈴木直道君  文面のとおりでございます。 

●議長 高橋一太君  よろしいですか。 

 ほかにご質問ございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

教育行政のほうもよろしいですか。 

 ほかにないようですありますから、日程第 2、市

長並びに教育会委員長等の行政報告と報告に対する

質問はこの程度で終結いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程第 3、議案第 9 号平成

23 年度夕張市一般会計補正予算、議案第 10 号平成

23年度夕張市国民健康保険事業会計補正予算、議案

第11号平成23年度夕張市診療所事業会計補正予算、

議案第 12号平成 23年度夕張市水道事業会計補正予

算、以上 4議案一括議題といたします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 はい、清水理事。 

●理事 清水敬二君（登壇）  議案第 9号ないし

議案第 12号の 4議案につきまして、一括して提案

理由をご説明申し上げます。 

はじめに、議案第 9号平成 23年度夕張市一般会

計補正予算につきましては、先般、3月 7日に総務

大臣の同意が得られました夕張市財政再生変更計

画に基づく予算と、計画変更に当たらない予算の組

み替えによる補正を行おうとするものであります。 

 まず、1ページをご覧ください。 

第 1 条歳入歳出予算の補正額 5 億 602 万 3,000
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円の内訳につきまして、5ページ以降の歳入歳出予

算補正事項別明細によりご説明申し上げます。 

まず全体を通じてですが、各款項にまたがり計上

しております項目のうち、燃料費につきましては原

油高騰に伴う燃料単価上昇による増額、除雪費につ

きましては豪雪に伴う増額、また、財源振り替えに

つきましては国庫支出金及び繰入金による財源充

当でございます。 

16ページをご覧ください。 

2款総務費 1項総務管理費につきましては、一般

管理費において職員の普通退職に伴う人件費にか

かわる経費、財産管理費においては寄附金収入を幸

福の黄色いハンカチ基金やその他の基金にそれぞ

れ積み立てることとし、企画費においては日吉 2

号源泉設備管理の光熱水費と、幸福の黄色いハンカ

チ基金助成金にかかわる経費を計上するものであ

ります。 

次に、17ページをご覧ください。 

3款民生費 1項社会福祉費につきましては、支給

対象者の増加に伴い、給付費並びに事務経費を増額

計上するほか、予算の組み替えについて計上するも

のであります。 

18ページをご覧ください。 

2項児童福祉費につきましては、支給対象者の増

加や入院による医療給付費の増、また、関連事務費

の増額計上をするほか、予算の組み替えについて計

上するものであります。 

19ページをご覧ください。 

4款衛生費 1項保健衛生費につきましては、診療所

事業会計で実施する改築事業について医療保健対

策協議会において検討中であることから、実施の見

送りによる繰出金の減額、共同浴場運営にかかわる

経費などについて計上するものであります。 

 20ページをご覧ください。 

 6款商工費 1項商工費につきましては、ユーパロ

の湯の施設保全にかかわる経費について計上する

ものであります。 

 22ページをご覧ください。 

 7款土木費 4項住宅費につきましては、市営住宅

の修繕にかかわる経費の増額を行うものでありま

す。 

 23ページをご覧ください。 

 8款消防費 1項消防費につきましては、団員の退

職に伴う報償金を増額するものであります。 

 26ページをご覧ください。 

 9款教育費 3項中学校費につきましては、給食調

理場一元化に伴う関係経費の増額を行うものであ

ります。 

 29ページをご覧ください。 

 11 款諸支出金 1 項過年度過誤納還付金につきま

しては、昨年度交付された補助金の精算によって生

じる還付金を計上するものであります。 

 30ページをご覧ください。 

 2 項過年度戻出金につきましては、平成 22 年 1

月に農産物処理加工センターの売買契約を行った

ところでありますが、契約の相手方が代金を完済す

ることが困難な状況にあること。仮に契約履行を求

めて訴訟を提起しても契約が成立する可能性が極

めて少なく、裁判の長期化も懸念されることから、

市民の財産である当該施設の保全と売却先の速や

かな再募集を最優先とし、今般、当該売買契約を解

除することが適当と判断したところであります。 

 こうしたことから、契約解除に関する規定に基づ

き収入済みの売買代金を返還する必要があること

から、その経費を計上するものであります。 

 7ページに戻りまして、歳入につきましては歳出

に関連する特定財源をそれぞれ関係科目に計上す

るほか、旧地方道路譲与税の予算科目の新設を行う

ものであります。 

 この結果、1ページに記載のとおり、歳入歳出予

算の総額は 110億 124万円となるものであります。 

 また、第 2条繰越明許費の補正につきましては、

4ページ第 2表繰越明許費補正のとおり、2事業が

年度内に完了が見込まれないことから、繰り越しす

るものであります。 

 以上で平成 23年度夕張市一般会計補正予算の説
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明を終わります。 

 次に、議案第 10号平成 23年度夕張市国民健康保

険事業会計補正予算につきましてご説明申し上げ

ます。 

 まず、第 1条歳入歳出予算の補正額 564万 2,000

円の内訳につきまして、歳入歳出予算補正事項別明

細の歳出からご説明申し上げます。 

8ページをご覧ください。 

 2 款保険給付費 2 項高額医療費につきましては、

決算見込みに基づき所要の経費を計上するもので

あります。 

 6ページをご覧ください。 

 歳入につきましては、歳出における関連財源の計

上を行うものであります。 

 この結果、1ページに記載のとおり、歳入歳出予

算の総額は 19億 8,531万 8,000円となるものであ

ります。 

 以上で平成 23年度夕張市国民健康保険事業会計

補正予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第 11号平成 23年度夕張市診療

所事業会計補正予算につきまして、歳入歳出予算補

正事項別明細からご説明申し上げます。 

 7ページをご覧ください。 

 2款建設費 1項施設建設費につきましては、市立

診療所改築事業について医療対策協議会において

検討中であることから、実施の見送りにより建設基

本設計にかかわる経費と、財源である一般会計から

の繰入金を同額減額するものであります。 

 これにより、1ページに記載のとおり、歳入歳出

予算の補正額は 2,083万 7,000円の減額となり、こ

の結果、歳入歳出予算の総額は 1億 6,660万 8,000

円となるものであります。 

 以上で平成 23年度夕張市診療所事業会計補正予

算の説明を終わります。 

 次に、議案第 12号平成 23年度夕張市水道事業会

計補正予算につきましてご説明申し上げます。 

 1ページをご覧ください。 

 第 2条は、本年度予算第 2条で定めた業務の予定

量について、実行見込みにより業務の予定量を補正

しようとするものであります。 

 第 3条は、本年度予算第 3条で定めた収益的収入

及び支出について、実行見込み額により水道事業収

益及び水道事業費をそれぞれ補正しようとするも

のであります。 

 この結果、水道事業収益から水道事業費を差し引

いた経常利益は3,579万7,000円となる見込みであ

ります。 

 2ページをご覧ください。 

 第 4条は、本年度予算第 4条で定めた資本的収入

及び支出について、実行見込み額により補正しよう

とするとともに、資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額及び補てん財源について補正しよ

うとするものであります。 

 第 5条は、本年度予算第 10条で定めた利益剰余

金の予定処分を補正しようとするものであります。 

 第 6条は、本年度予算第 11条で定めたたな卸資

産購入限度額を補正しようとするものであります。 

 3 ページ以降につきましては予算に関する説明

資料でありますので、内容の説明については省略さ

せていただきます。 

 以上で平成 23年度夕張市水道事業会計補正予算

の説明を終わります。 

 以上、議案第 9号ないし議案第 12号の 4議案一

括して提案理由をご説明申し上げました。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

●議長 高橋一太君  これより質疑に入ります。 

 はい、角田議員。 

●角田浩晃君  ひとつ確認しておきたいことが

ございます。 

 一般会計補正予算の中で、ページで言うと 30ペ

ージになろうかと思いますが、農産物処理加工セン

ターの売買契約の解除についてということで

1,150万のいわゆる返金、解除したことによるお金

を戻すということの数字がのってございます。 

 この中で、先日の行政常任委員会でもいわゆる建
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物の保全に関して屋根にのった大量の雪をどうす

るかということの議論をしたところであります。 

 これはお伺いするところ、昨日市の職員が総出で

何人か出たということの中で、危険を回避するため

に屋根の雪下ろしを行ったと。大変ご苦労さまでは

ありますが、本来であればこれは管理をしなければ

ならなかった元の契約者が負担すべき費用という

ことと、先日の委員会の中でもそういう委員総意の

気持ちがあったと思いますが、これらの屋根の雪下

ろしにかかるいわゆる市の職員を使ったのであれ

ば費用弁償、本来であればこの 1,150の中からそれ

らを差し引いた中で先方にお戻しするという議論

をしてきたはずですが、その辺の取り扱いについて

いかがでしょうか。 

●議長 高橋一太君  はい、産業課長。 

●産業課長 木村卓也君  角田議員のご質問に

お答えします。 

 本日もこれからまだやらなきゃならない部分が

残っておりまして、人数その他の時間等を精査した

上で先方に承諾書をいただいた形で返還金から相

殺しようと考えております。 

 以上でございます。 

●議長 高橋一太君  はい、角田議員。 

●角田浩晃君  であれば、この一般会計に掲載さ

れている 1,150 から引くという考えでよろしいん

ですね。 

●議長 高橋一太君  産業課長。 

●産業課長 木村卓也君  はい、お答えいたしま

す。 

 まず現年度に 60万円の一部納付金がございます

ので、その中から差し引こうと考えております。 

 以上でございます。 

●議長 高橋一太君  はい、角田議員。 

●角田浩晃君  そうすると、この一般会計の補正

にかかわる 1,150はそのままで、そうでないところ

の 60の中からそれを相殺するという考えでよろし

いんですね。 

●議長 高橋一太君  はい、産業課長。 

●産業課長 木村卓也君  原則、現年度に納入さ

れました 60万から相殺しようと考えておりますが、

まだですねほかに旅費等相殺する費用もございま

すので、それが決定しましたらいくらになるかとい

うことが出るんですが、まだその辺の金額が確定し

ておりませんので、確定した段階で現年度分からで

すね、足りない分は過年度の中から差し引いて相殺

して返金を考えております。 

 以上でございます。 

●議長 高橋一太君  よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑、討論ともないようでありますから、直ちに

採決いたします。 

 本 4議案は原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本 4議案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程第 4、議案第 19号財産

の処分についてを議題といたします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 はい、清水理事。 

●理事 清水敬二君（登壇）  議案第 19号財産の

処分について提案理由をご説明申し上げます。 

 本案は、南清水沢 1丁目地内において道営住宅が

建設される予定であることから、市有地を北海道へ

売却することについて夕張市財産条例第 2条の規定

に基づき議会の議決を得ようとするものであります。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

●議長 高橋一太君  これより質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑、討論ともないようでありますから、直ちに

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませ
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んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程第 5、議案第 26号事業

契約の締結についてを議題といたします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 はい、清水理事。 

●理事 清水敬二君（登壇）  議案第 26号事業契

約の締結について提案理由をご説明申し上げます。 

 本案は、平成 24年度から開始する夕張市上水道第

8 期拡張計画に係るＰＦＩ事業について事業契約を

締結するため、民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進等に関する法律第 9条の規定に基づ

き議会の議決を得ようとするものであります。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

●議長 高橋一太君  これより質疑に入ります。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

 質疑、討論ともないようでありますから、直ちに

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  日程第 5、議案第 1 号ない

し議案第 8号、議案第 16号、以上 9議案一括議題と

いたします。 

 この場合、市長から平成 24年度市政執行方針、教

育長から教育行政執行方針、さらには理事から各議

案の提案説明を順次聴取してまいります。 

 はい、市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  平成 24年第 1回定

例市議会の開会に当たり、市政執行における所信と

予算の編成方針を申し上げ、市議会並びに市民の皆

様のご理解を得たいと思います。 

3月 11日で、東日本大震災の発生からちょうど 1

年が経過しようとしております。 

被災された方々が、国難とも言われるこの大災害

に対し力強く立ち向かい、復興への道のりを歩んで

おられることに深く敬意を表するものであります。 

本市は、平成 19 年 3 月に総務大臣の同意を得て

準用財政再建団体となって以降、これまで全国の多

くの皆様から温かなご支援をいただいてまいりまし

た。 

そのようなことから、市民の皆様には被災地の

方々のために何かをしたいという強い思いがあり、

本市としてできることを模索していたところ、中東

カタール国のご支援により、被災された東北 3県の

親子約 1,000人もの方々に冬の夕張を体験していた

だくことができました。 

今後ともこのような交流を継続していくことので

きる方法を被災地の自治体の皆様とともに検討し、

実施していきたいと考えております。 

また、今回の冬の事業に関連し、1月 20日には野

田佳彦内閣総理大臣と面談する機会をいただいたこ

とから、日本唯一の財政再生団体の長として被災地

の復興政策にはぜひ夕張の教訓を生かしていただき

たい。被災地の自治体が財政破綻しないことはもと

より、国の管理下に置かれ不自由な裁量の中で復興

ができないことがないようお力を尽くしていただき

たいとお伝えするとともに、本市の置かれている厳

しい現状をしっかり認識していただくため、再生振

替特例債の償還財源の確保と財政再生計画の期間短

縮について要望書をお渡しし、野田内閣総理大臣に

政治の場において強いリーダーシップを発揮し、夕

張の問題に取り組んでいただきたいと強く要請した

ところであります。 

私は、昨年 4月に市長に就任して以来、市民の皆

様の声を原点とし、本市に漂っている大きな閉塞感

を打破するためには、新たな可能性を創造し、真の

再生を図ることが必要であると皆様にお伝えしてま
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いりました。 

また、これまでに市内外の多くの方々と議論を積

み重ねる中で、夕張をふるさととする皆様の連帯の

強さや夕張というまちが持つ情報発信力の大きさを

改めて実感するとともに、一方で財政再生団体であ

るがゆえの歯がゆさを痛感したところであります。 

改めて財政再生計画を俯瞰すれば、再生振替特例

債の償還が終了する平成 38年度まで残り 15年間と

いう長期にわたる計画でありますが、これは同時に

市民の皆様から直接選挙により選んでいただいた市

政執行者として、思いを託された者として、自主、

自立を回復する戦いの期間であると考えております。 

この 1 年は今後 15 年をいかにするのか非常に大

きな意味を持つ年であり、不退転の決意で政治的課

題である財政再生計画の期間短縮と市民の皆様が安

心して幸せに暮らし続けられるまちをつくるために

取り組んでまいります。 

 平成 24年 2月 17日に閣議決定された社会保障・

税一体改革大綱では、我が国財政は税収が歳出の半

分すら賄えず、国及び地方の長期債務残高は平成 24

年度末には対ＧＤＰ比 196パーセントに達すると見

込まれる極めて厳しい状況にあるとされております。 

さらには、欧州政府債務問題を契機に全世界で財

政リスクへの市場の懸念が高まっており、財政健全

化は現在の社会保障の機能を維持していくためにも

直ちに取り組んでいかなければならない課題となっ

ていると記載されております。 

国は、安全で希望と誇りが持てる社会の実現を目

指し、社会保障制度と消費税の増税を含めた税の一

体改革を実施し、安定的な財源確保と財政健全化を

図ろうとしているものであります。 

一方、世論は改革と同時に自ら身を律することを

求めており、国会議員定数や国家公務員給与の削減

についてさかんに議論されているところであります。 

1月20日に野田内閣総理大臣にもお伝えしました

が、本市においてはすでに議員定数を半減し、職員

給与の大幅な削減を実施し、その上でさらに市民の

皆様にご負担いただくなど前例にない大胆な行財政

改革を実行してきました。それでもなお、財政再生

計画の期間は今後 15年にも及ぶのです。 

また、国が推進する地域主権改革は地域のことは

地域に住む住民が責任を持って決めるという住民に

身近な基礎自治体を重視し、自主的な判断と責任に

おいて地域の諸課題に取り組むことを求めておりま

すが、その対岸にあるのが本市であることは揺るぎ

のない事実であり、財政再生計画の変更の都度、総

務大臣の同意が必要とされることからも明らかであ

ります。 

地域主権改革の推進と財政再生計画を所管する

のはいずれも総務省であり、この相対する状況を政

治的な課題として捉え、一日も早い財政再生団体か

らの脱却を共に考え目指すことは喫緊の課題である

と考えております。 

次に地域の再生に向けた基本的な考えでありま

すが、財政再生計画の着実な遂行は本市の命題では

ありますが、財政の再建と同時に市民の皆様が安心

して幸せに暮らし続けられるまちを創る取り組みを

いかに行うかが夕張の真の再生につながります。 

そこで重要となるのは市民の皆様の声であり、小

規模自治体である夕張だからこそできる取り組みと

して市長と話そう会や市長とのふれあいトーク、さ

らにはモデル事業として実施している地域担当職員

制度を通して常に耳を傾けるとともに、一方的な大

衆主義ではなく、行政からも情報を発信しながら、

できることとできないことを明確にした上で市政の

運営を行ってまいります。 

次に三者協議についてでありますが、今抱えてい

る課題の解決方策を検討するため、本市と北海道、

国との三者による協議を定期的に本市において開催

します。 

この三者協議は、実務者が財政再建、地域再生に

向けた課題の整理と対応策を検討し、財政再生計画

へ反映させることを目指すものであり、さらにその

議論の中で明らかとなった高度な判断を要する事項

については、必要に応じ夕張市長、北海道知事、総

務大臣が協議することとなります。 
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これは、財政再生計画を着実に推進するための新

たな取り組みであるとともに、三者協議による対応

が同様な課題を抱えている旧産炭地など多くの財政

状況の厳しい過疎自治体にとって、地域再生の先駆

的な事例と成り得るものであると考えております。 

次に心豊かに安心して生活できるまちづくりに

ついてでありますが、新たなまちづくりの方向性を

行政と市民の皆様が共有するために夕張市まちづく

りマスタープランを策定しています。 

安心して幸せに暮らすコンパクトシティゆうばり、

すなわち歴史文化、自然環境を大切にした持続可能

な地域社会の構築に向けて市内の地域ごとに集約化

を図り、各地域の特性を生かしたまちづくりにより、

安心して幸せに暮らし続けられる環境づくりが重要

であると考えます。 

人口が 1万 500人台となり、未だ人口の流出に歯

止めがかからず、少子高齢社会を体現している本市

において、公営住宅など住宅環境を整備することは

避けることのできない課題であります。 

コンパクトなまちづくりを促すために、人口減少

に伴い過剰となった市営住宅の再編事業を進め、既

存住戸の設備改善等による長期的な維持活用、さら

には道営住宅とも連携した安全安心の住宅供給を図

ります。 

また、市営住宅の活性化を図り利便性を高めるた

めに入居要件を緩和することを目的とした条例の改

正、さらには民間活力による賃貸住宅の建設促進、

分譲地の販売促進、不動産情報の一元化を図る取り

組みなどを行う考えであります。 

次に市民の交通についてでありますが、市街地が

各地に点在しており、行政面積も広大なことから、

移動するための交通手段の確保が必要であります。 

生活を支える公共交通ネットワークを再編するた

めに、ＪＲ、路線バス、移送サービス等の交通事業

者と行政の連携による生活の場面に合わせた役割の

分担や、効率的な交通網の形成を進める取り組みを

行います。 

さらに、ＪＲ北海道ではデュアル・モード・ビー

クルを新夕張から夕張間で夜間走行試験を行ったと

ころであり、ＪＲと路線バスの一体的な連携も可能

になることから、日本初の営業運転に向け積極的に

誘致を働きかけてまいりたいと考えております。 

また、市内の移動のみならず周辺市町村との広域

連携を支える交通体系の充実も重要であり、効率的

な交通網のあり方の検討を進めてまいります。 

次に本市における地域医療のあり方についてであ

りますが、財政破綻により市立総合病院は診療所と

なり、規模が縮小され、指定管理者が運営を行うこ

ととなり、5年が経過しました。 

市内に開業されている診療所 4カ所とともに、各

地域において市民の皆様の健康を守っていただいて

おります。 

現在、老朽化した市立診療所の改築の検討も含め、

医療保健対策協議会を開催し、夕張市における地域

医療のあり方について広く市民の皆様からご意見を

お聞きしながら、協議を進めているところでありま

す。 

地域医療をどうするかというこの大きな課題につ

いては、生活の安全安心に直結する問題として、市

民、議会、行政が一体となって真摯に検討を行いな

がら結論を出していく考えであります。 

また、高度な救急医療など市内では完結できない

課題も多くあることから、広域的な連携がスムーズ

に図ることができるよう努めてまいります。 

次に新たな可能性を創造するまちづくりについて

でありますが、本市はかつて国のエネルギー供給基

地として、国の発展を支えてまいりました。 

現在、国全体のエネルギーのあり方が見直されよ

うとしておりますが、本市には豊富な未利用地下資

源があることから、大きな可能性を持っていると考

えます。 

本市は、国のエネルギー政策の転換によって大き

な影響を受けてきましたが、その本市が再びエネル

ギー政策の転換により地域を再生していくことは日

本の復興にもつながるものであり、積極的なエネル

ギー政策の推進について国に働きかけてまいりたい
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と考えております。 

次に夕張メロンを基幹とした産業振興でありま

すが、本市には日本一と誇れる夕張メロンがあり、

地域ブランドとして、また北海道の夏の始まりの代

名詞として大きな可能性を秘めております。 

今日の名声は、寒暖の差が 40度を超える厳しい自

然条件の中で生産者のたゆまぬ努力の積み重ねによ

り築かれたものであり、今後ともＪＡ夕張市と密接

な連携を図りながら販路を拡大するとともに、各種

農業団体との定期的な協議の場を新たに設け、農業

の振興を図ってまいります。 

また、首都圏の経済界とのつながりを活用し、積

極的な企業誘致や、夕張ブランドの全国化、国際化

のため、夕張物産展を継続開催するなど、地域産業

を振興する考えであります。 

次に新たな自治体間連携についてでありますが、 

平成 18年以降、道内外の 13自治体から 52名の応援

職員の派遣を受け、現在も北海道や東京都を始めと

して7自治体20名の応援職員の派遣を受けておりま

す。 

人口１万人規模でこれほど多くの自治体との交流

を行っている都市はほかにはなく、様々な立場から

の意見交換が可能となり、多様な情報を交換しあう

ことで新たな視点による政策の立案や、職員個々の

スキルアップにつながっているものと考えておりま

す。 

また、行政区域を超えた東京都との連携ではすで

に消防職の相互交流や公営住宅、水道事業など専門

的な知識を有する業務の事務改善に向けた意見交換

などを行っており、職員の専門性の育成につながっ

ていくものと考えております。 

さらに、東京の子どもたちに夕張を体験してもら

い、未来の夕張応援隊を育成するための取り組みに

ついて検討を進めております。 

次に、平成 24 年度の予算編成について申し上げ

ます。 

平成 24年度の予算編成に当たっては、平成 23年

度における歳入歳出予算の執行状況を踏まえ、平成

24 年度においても経費の全般について適正化を図

り、着実に財政再建を推進するとともに、地域再生

のために限られた財源の中で効果的な政策展開を図

ってまいります。 

平成 24 年度は財政再生計画 4 年目の予算編成と

なるものであり、その主な特徴はまず財政再生計画

に登載した事業として、市営住宅 20戸の建設など市

営住宅再編事業にかかわる経費及び汚泥再生処理セ

ンター建設に係る環境影響調査等の整備基本計画策

定にかかわる経費などであります。 

財政再生計画に登載していない新規事業として

は、市民生活に関する経費として市内 4箇所に簡易

な行政窓口設置経費、市道の歩行者安全対策として

落雪防護柵設置に関する経費、保健福祉に関する経

費として子育て世代の悩み解消のための経費、子宮

頸がん等ワクチン接種に関する経費、教育に関する

経費として小学生の基礎学力向上のための経費、産

業、地域振興に関する経費として寄贈を受けた歴史

的展示品等の数量把握や分類整理のための経費、夕

張、むかわ、日高、占冠による新たな広域連携企画

事業のための経費など生活基盤の整備に係る経費、

将来のまちづくりに資する経費などが盛り込まれて

おります。 

これら予算の執行に当たっては、歳入歳出全般に

わたって適正化を図りつつ円滑な事業推進に努め、

市民生活の安全安心と地域の活性化が一層図られる

よう対応してまいります。 

次に特別会計についてであります。 

国民健康保険事業会計につきましては医療費の

適正化をより一層推進し、引き続き収納率向上対策

に取り組むなど保険事業の安定化を図るとともに、

単年度収支の均衡に努めながら運営を行ってまいり

ます。 

次に介護保険事業会計についてでありますが、平

成23年度に新たに作成した平成24年度から平成26

年度までを対象とする第 5期介護保険事業計画に基

づき、計画の円滑な実施を基本として介護保険制度

の持続的な運営を行ってまいります。 
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後期高齢者医療事業会計につきましては、運営実

施主体が北海道後期高齢者医療広域連合であること

を踏まえ、引き続き制度の円滑実施を基本としつつ、

制度変更などに対応できるよう、広域連合ともさら

に連携を図ってまいります。 

公共下水道事業会計につきましては、経営健全化

計画により平成 21年度において累積赤字を解消し、

以降、収支均衡を図ってきたところであります。 

今後においても施設・設備等の長寿命化対策に取

り組むとともに、歳入の確保と一般会計からの計画

的繰り入れにより、経営健全化に一層取り組んでま

いります。 

最後に水道事業会計についてでありますが、平成

24 年度より実施するＰＦＩ事業により老朽化した

施設の更新とその後の維持管理を行い、業務の効率

化を図るとともに、安全で安定した水道水の供給に

取り組んでまいります。 

その他の会計につきましても、引き続き収支の均

衡を図りながら適正な運営に努めてまいります。 

以上、平成 24 年度の市政執行と予算編成の方針

について申し上げました。 

財政再生計画は着実に実行しなければならない

ものではありますが、必要に応じて変更すべきもの

でもあり、新たな可能性の創造が夕張の未来を築く

ものと信じております。 

そのためには、柔軟で機敏な市政運営を行い、機

会を失することなく、時代の流れをとらえ、本市が

今何をすべきか政治的な課題としても取り組んでい

く所存であります。 

安心して市民の皆様が生活できる環境を作り、財

政の再建と地域の再生に向け、一日も早く財政再生

団体からの脱却を目指す所存であります。 

平成 18 年 6 月に財政再建団体となることを表明

して以来、5 年 9カ月が経過し、人口は約 2,600人

減少しております。 

一人ひとり思いは様々ですが、ふるさと夕張への

思いは深く、今でも心はつながっているものと信じ

ており、その方々の思いをしっかり受け止め、一日

も早く本市の真の再生を果たす所存であります。 

市議会及び市民の皆様のより一層のご理解とご

協力を心からお願い申し上げます。 

ありがとうございます。 

●議長 高橋一太君  はい、教育長。 

●教育長 小林信男君（登壇）  平成 24年度の教

育行政執行方針をご審議いただくに当たり、その大

綱を申し上げ、市議会並びに市民の皆様のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 

  教育基本法は、教育は人格の完成をめざし、平和

で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質

を備えた、心身ともに健康な国民の育成にあると、

その目的を指し示しており、教育の基本理念を明確

にしているところであります。 

これらの理念を踏まえ、市民の信頼と期待に応え

るために必要な教育環境の整備を図り、教育の質を

高めていくことは極めて重要であります。 

少子高齢化の進行による地域人口の減少、地域社

会の変化など厳しい状況にあっても、地域の温かい

まなざしの中で夕張の未来を担う子供たちが人間性

豊かで創造性にあふれ、心身ともにたくましく成長

していくよう取り組むとともに、夕張市民一人ひと

りが生涯にわたって文化やスポーツに親しみ、学習

し、生きがいを持って生活できる生涯学習社会を展

望し、教育行政の執行に努力してまいります。 

まず、新しい学校づくりの推進についてでありま

す。 

 自然豊かな緑の大地とヤマの歴史、そこに住む市

民の苦闘の歴史により築かれた郷土夕張に誇りを持

ち、自主・自立の精神に満ちあふれ、心豊かに共に

支え合い、夢や希望に向かってたくましく生きる人

を育むことを基本理念としながら、小・中一校体制

のもと、地域との連携、地域の方々との協働を通し

て、夕張ならではの新しい学校づくりを進めてまい

ります。 

第一には、学校が地域住民の考えを把握し、学校

運営に反映させたり、地域の協力を得て学校を運営

することを目的に立ち上げた夕張市小・中学校サポ
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ート会議の機能を十分に活用し、地域に開かれた学

校を基盤として、地域の特性や課題をもとに、生き

る力と心のふれあいを育むことのできる教育を目指

します。 

また、教育活動の成果を診断・評価する学校評価

をもとに、その結果をＰＴＡ諸会議や学校だよりな

どを通して保護者、地域に公表し、ご意見をいただ

く中で特色ある学校づくりに取り組んでまいります。 

 第二には、地域の教育力を活性化するため、学校

支援地域本部事業の充実を図り、夕張市全体で学校

教育を支援する地域に開かれた学校づくりを推進し

てまいります。 

 第三には、幼・小・中・高校間の連携を深めるた

め、夕張市学校連携協議会を通して共に夕張の子ど

もたちを育てるという視点に立ち、地域の人々の期

待と信頼に応える教育活動の充実に努めてまいりま

す。 

また、学ぶことに楽しさや成就感を持ち、基礎的

な力を確実に定着させる学習指導を行うとともに、

体験的な学習、地域の自然、社会の素材を活用した

学習や総合的学習の時間の充実を図ります。 

小学校にあっては、児童の学習・学力の向上を図

るため、充分な調査、分析をもとに個々の児童の状

況を把握し、学習した内容が確実に身につくよう取

り組みを進めるとともに、学校支援ボランテイアや

学生ボランテイアなどとも連携し、児童の学力、体

力の向上に努めてまいります。 

中学校においては、千歳市並びに栗山町と連携し、

デジタル教材や eラーニングシステムを理科のほか

複数教科における授業での活用に取り組んでまいり

ます。 

特別な支援を必要とする生徒一人ひとりに対しき

め細やかな指導を行うため、小学校で高い教育効果

をあげている特別支援教育支援員を中学校に配置い

たします。 

また、外国語指導助手を活用した中学校での外国

語活動の充実と、小学校における国際理解教育、外

国語活動の推進に努めてまいります。 

 読書活動につきましては児童生徒がより豊かに生

きるために大切であることから、学校や家庭で読書

に親しむ機会を増やすよう努めるとともに、図書コ

ーナーと学校図書館との連携や巡回文庫の充実など、

読むことに対する興味、関心を高めるための取り組

みを進めてまいります。 

 生徒指導につきましては､子どもたちが明るく元

気に学校生活が送れるように、教職員が一体となり、

児童生徒の悩みや苦しみの早期発見、早期対応のた

めに定期的な相談日の設定や日々コミュニケーショ

ンを深める体制を築くとともに、行政、学校、家庭、

地域と連携し、情報の共有と専門性の活用を図り、

いじめや不登校の未然防止など生徒指導の課題解決

に努めてまいります。 

  教材・教具、備品等の整備や校舎等の維持補修な

ど教育環境整備につきましては、財政再生計画を進

めていく中で児童生徒の学習活動に支障がないよう

努めてまいります。 

  児童生徒の健康と安全指導につきましては、夕張

中学校体育館の抜本的な落雪対策を行うほか、生命

の尊さ、体力の向上、運動能力の助長や健康で安全

な生活を営む能力を育成するため、武道も含めた体

育授業の充実、学校安全並びに交通安全指導の推進

について、地域、関係団体とも連携を深めてまいり

ます。 

 児童生徒の通学につきましては、交通安全にかか

わる施設設備やＩＣＴを活用した取り組みなど、ハ

ード、ソフト両面における対策の充実を図るととも

に、市内各地域に結成されている自主防犯組織など

とも連携し、児童生徒が安全安心に通学できる体制

を地域ぐるみで進めてまいります。 

また、通学にかかわる新たな課題などにつきまし

ては、関係者で構成する夕張市通学方法等検討委員

会において情報の共有と十分な検討を行い、児童生

徒と保護者の目線に立って適切に対応してまいりま

す。 

  特別支援教育につきましては、対象児童生徒の宿

泊学習を実施するなど社会との様々な交流の場を設
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けるとともに、夕張市特別支援教育連携協議会を活

用し、指導の充実に努めてまいります。 

学校保健につきましては、引き続き学校、保健所

など関係機関と緊密に連携し、インフルエンザなど

感染症の予防対策に努めてまいります。 

学校給食につきましては、安全な食材を使用し、

児童生徒の発達段階に即した献立の充実など、自校

方式の利点を最大限に生かし、子どもたちに喜ばれ

る給食を提供してまいります。 

また、食に対する指導計画、実践を通して食育の

充実を図るとともに、保健所など関係機関と緊密に

連携し、食中毒など給食事故を防止し、安全で安心

な学校給食を提供してまいります。 

  これら学校教育の充実のため、教職員が自らの使

命と専門性を高めることの意義を踏まえ、児童、生

徒の学力向上に向け日常の教育実践や工夫を積極的

に行うとともに、学校内外における授業研究と共同

研究の推進、その公開等、研究・研修の充実を図り、

教職員の資質向上に努めてまいります。 

また、教職員の校務処理の効率化と負担軽減を図

り、子どもたちと向き合う時間をより一層確保する

ため、小中学校に校務用パソコンの配置を進めてま

いります。 

 教職員人事につきましては、学校統合による激変

緩和措置及び学級編制基準や定数増の改善等を北海

道教育委員会に要請するなどして、職員配置の適正

化を図ってまいります。 

  教職員の健康管理では、生活習慣病や心の病の未

然防止に努めるとともに、早期発見のための検査等

を積極的に進め、疾病の早期治療を働きかけてまい

ります。 

  ユーパロ幼稚園につきましては、地域の保育園、

学校、福祉施設などとの交流を通し、様々な人々と

の触れ合い体験による社会性の育成や、英語で遊ぶ、

自然に学ぶなど、学びと遊びを中心とした教育課程

の充実を図るなど、魅力ある幼稚園づくりを通じ引

き続き園児の確保に努めてまいります。 

 当市における中学生の減少は今後も続くものと推

計されることから、夕張市における後期中等教育の

将来的なあり方と高校の存続について、夕張市高校

対策委員会の設置など広く関係者の意見を聞く中で、

検討協議を進めてまいります。 

 次に、心豊かな人と文化を育む生涯学習社会の推

進についてであります。 

 生涯学習の推進につきましては、策定した第 5次

社会教育中期計画の基本理念と方針に基づき、生涯

学習の観点に立った社会教育行政を取り進めてまい

ります。 

市民が心身ともに豊かで健やかな、潤いのある生

活を営むために社会教育が果たす役割は大きなもの

があり、文化団体、体育団体、各種の市民団体やサ

ークルなどとの連携を図り、その活動を支援し、文

化、芸術の振興に努めてまいります。 

 社会教育の対象は幼児から高齢者まで極めて幅広

く、そのニーズも多種多様なものがあります。しか

しながら、財政再生における厳しい状況の下にあっ

ても、そのニーズに応えることもまた教育行政に求

められているところです。 

 生涯学習関係の市民グループや北海道教育大学岩

見沢校との継続的な支援、協力による学習機会の提

供などの取り組みを推進してまいります。 

 青少年教育につきましては、全市横断的な子ども

の交流を促す中で、社会的ルールや自主性を身につ

け、思いやりの心を育んでいくことが重要であると

考えており、家庭や関係団体などとも連携しながら

その充実に努めてまいります。 

 また、児童、生徒に対し生の舞台芸術など優れた

芸術作品に接する機会を設けることにより子どもた

ちの豊かな情操を育むため、芸術鑑賞事業の充実を

図るとともに、全市の児童生徒と市民文化グループ

とが協働で開催する音楽発表会の充実に努め、新た

な市民文化の創造を図ってまいります。 

 高齢者教育につきましては、引き続きもも倶楽部、

高齢者学級を開設し、生きがいや健康をテーマに保

健行政など関係機関とも連携して、講座の充実に努

めてまいります。 
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 文化財の保護、活用につきましては、貴重な動植

物が生息する夕張岳の自然環境を守る活動、夕張の

歴史を語る建造物や資料を守る活動などを関係行政

機関や市民団体と連携して情報の発信、啓発活動な

どに取り組んでまいります。 

また、小中学校においては郷土学習を通してヤマ

の歴史などについて学ぶ機会を推進するとともに、

夕張中学校に整備したゆうばり歴史・教育資料室に

ついては、引き続き広く市民の皆様に公開してまい

ります。 

 図書コーナーにつきましては、市民の身近な学習

施設であることから、蔵書の充実に努めるとともに、

図書貸出し業務のほか、図書まつりの開催、読み聞

かせ活動、巡回文庫、道立図書館の協力事業などを

市民ボランティア組織などの協力をいただきながら、

市民、子どもたちのための読書活動を推進いたしま

す。 

また、インターネットによる図書検索システムを

活用し、道立図書館等との連携強化、運営の効率化、

利用者の利便性の向上を図ってまいります。 

清水沢地区公民館での図書の貸出しについては配

置図書数の増に努め、利用者の利便性の向上と運営

の充実を図ってまいります。 

 美術館につきましては現在、ご承知のような状況

にあります。被害状況を調査中でありますが、関係

団体等と十分に協議しながら、今後のあり方や収蔵

品等の活用について検討を進めてまいります。 

 文化スポーツセンター、テニスコート、平和運動

公園、清水沢プールについては、市民の利用にとど

まらず、市外のスポーツ愛好家も利用する貴重な体

育施設でもあることから、利用者への利便性を考慮

し必要な整備を行うとともに、創意工夫を重ね管理

運営を行ってまいります。 

また、東京都との連携などによる施設利用の拡大

を図るとともに、ネーミングライツによる新たな財

源確保に努め、子どもからお年寄りまで気軽に楽し

くスポーツに親しむことができる施設運営を進めて

まいります。 

 指定管理などにより運営されている市民健康会館、

南部市民体育館、市営球場、紅葉山パークゴルフ場、

夕張岳ヒュッテにつきましては地域の貴重な体育施

設であることから、引き続き指定管理者などと連携

し、運営の円滑化と利用促進を図ってまいります。 

また、これら施設において開催されるスポーツ大

会、イベント等の実施に当たっては、主催者や各種

競技団体との連携を図りながら、必要な支援協力を

行うなど、体育、スポーツの振興と施設の有効活用

を推進してまいります。 

  教育委員会といたしましては、どんな厳しい状況

下にあっても故郷夕張の自然、歴史や風土の上に立

って新しい社会の変化に柔軟に対応しながら、力強

く、心豊かに生きていく子どもたちを育てること、

そして夕張市民が文化、芸術、スポーツに触れ、様々

な活動を通して学習し、毎日の生活を健康で明るく

楽しめるよう努力してまいります。 

以上、平成 24年度の教育行政執行方針についてその

概要を申し上げましたが、市民の負託に応える教育

の推進に誠心誠意努めてまいりますので、市議会並

びに市民各位の一層のご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

●議長 高橋一太君  皆様にお諮りをいたします。 

 ちょうど昼食休憩に入りましたので、午後 1時ま

で昼食休憩といたしまして、午後 1時から理事の方

から各議案の提案説明の聴取をしてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、午後 1時まで昼食休憩に入りたいと思

います。 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ０時００分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

―――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 この場合、各議案の提案説明を順次聴取してまい

ります。 

 理事者側から提案理由の説明を求めます。 
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はい、清水理事。 

●理事 清水敬二君（登壇）  議案第 1号ないし

議案第 8号、議案第 16号の 9議案につきまして、一

括して提案理由をご説明申し上げます。 

 はじめに議案第1号平成24年度夕張市一般会計予

算につきましては、3 月 1 日の臨時市議会の議決を

経て、7 日、総務大臣から変更の同意をいただいた

財政再生計画に基づき編成いたしました。 

 まず、予算書の 1ページをご覧ください。 

 第 1条歳入歳出予算につきましては、その総額を 

95億3,294万6,000円と定めようとするものであり

ます。 

 以下、歳入歳出予算事項別明細により歳出から主

な経費や対前年増減の内容についてご説明申し上げ

ます。 

 なお、各款にわたって計上されております人件費

につきましては、平成 24年 4月 1日現在における人

員と配置を見込み、所要額を計上いたしております。 

 53ページをご覧ください。 

1 款議会費につきましては、議会議員共済会負担

金の算定率の改定などにより、対前年比で減額とな

るものであります。 

 次に 2款総務費になりますが、55ページをご覧く

ださい。 

1 項総務管理費につきましては、職員の定年退職

に伴う職員手当等や、再生振替特例債の元金償還に

備え積み立てる減債基金積立金、また、耐震化促進

に向けた建築物耐震改修計画策定委託料などにより

増額となるものであります。 

 61ページをご覧ください。 

2 項地域振興費につきましては、前年度実施の石

炭博物館改修事業の終了などにより減額となるもの

であります。 

 62ページをご覧ください。 

3 項徴税費につきましては、確定申告支援システ

ム更新経費などにより増額となるものであります。 

 64ページをご覧ください。 

4 項戸籍住民基本台帳費につきましては、人員配

置による人件費などにより減額となるものでありま

す。 

  66ページをご覧ください。 

5 項選挙費につきましては、前年度実施の市長、

市議会議員選挙執行経費などにより減額となるもの

であります。 

  67ページの 6項統計調査費及び 68ページの 7項

監査委員費につきましては、人員配置による人件費

などにより減額となるものであります。 

次に 3款民生費になりますが、69ページをご覧く

ださい。 

1 項社会福祉費につきましては、後期高齢者医療

費給付費負担金などで増額となるものであります。 

75ページをご覧ください。 

2 項児童福祉費につきましては、子ども手当給付

費などにより減額となるものであります。 

78ページをご覧ください。 

3 項生活保護費につきましては、前年度実施の生

活保護システムの整備終了などにより減額となるも

のであります。 

続いて、4款款衛生費になります。 

80ページをご覧ください。 

1 項保健衛生費につきましては、診療所事業会計

への繰出金などにより減額となるものであります。 

85ページをご覧ください。 

2 項清掃費につきましては、前年度実施のごみ埋

立地施設汚水処理・回転円板装置更新工事の終了な

どにより減額となるものであります。 

次に、5款農林業費になります。 

88ページをご覧ください。 

1 項農業費につきましては、農山漁村活性化プロ

ジェクト事業の終了などにより減額となるものであ

ります。 

90ページをご覧ください。 

2 項林業費につきましては、林道管理にかかわる

経費の新規計上などにより増額となるものでありま

す。 

次に、6款商工費になります。 
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91ページをご覧ください。 

1 項商工費につきましては、空知産炭地域総合発

展基金を活用した進出企業の設備投資に対する助成

経費などにより増額となるものであります。 

続いて、7款土木費になります。 

93ページをご覧ください。 

1 項土木管理費につきましては、債務負担行為に

基づく土地購入費などにより減額となります。 

94ページをご覧ください。 

2 項道路橋りょう費につきましては、道路及び橋

りょうの維持管理にかかわる経費により減額となる

ものであります。 

97ページをご覧ください。 

3 項都市計画費につきましては、都市計画マスタ

ープラン策定等事業の終了と、債務負担行為に基づ

く土地購入費などにより減額となります。 

 99ページをご覧ください。 

4 項住宅費につきましては、市営住宅再編事業な

ど各経費の見直しと、前年度実施の債務負担行為の

繰り上げ償還終了などにより減額となるものであり

ます。 

 次に、8款消防費になります。 

102ページをご覧ください。 

1 項消防費につきましては、消防救急無線のデジ

タル化への更新にかかわる電波伝搬調査などの計上

により増額となるものであります。 

 次に、9款教育費になります。 

106ページをご覧ください。 

1 項教育総務費につきましては、遠距離通学等支

援で特別支援学級に在籍する児童生徒数の減少に伴

うタクシー運行経費と、学校教育活動にかかわる経

費の見直しなどにより減額となるものであります。 

 110ページをご覧ください。 

2 項小学校費につきましては、学校施設の維持管

理にかかわる経費により減額となるものであります。 

 113ページをご覧ください。 

3 項中学校費につきましては、各経費の見直しに

より増減いたしますが、体育館の落雪対策にかかわ

る工事経費の新規計上により増額となるものであり

ます。 

 116ページをご覧ください。 

4 項社会教育費につきましては、人員配置による

人件費などにより減額となるものであります。 

 117ページをご覧ください。 

5 項保健体育費につきましては、プールのろ過装

置更新工事など施設設備の整備にかかわる経費など

の計上により増額となるものであります。 

 続きまして、120ページをご覧ください。 

10款公債費につきましては、起債元利償還金の年

次償還により減額となるものであります。 

 120ページをご覧ください。 

11款諸支出金につきましては、前年度決算見込み

を参考に法人市民税の還付について増額を見込み、

計上するものであります。 

122ページをご覧ください。 

12款予備費につきましては、前年度同額を計上す

るものであります。 

 以上、歳出の総額は 95億 3,294万 6,000円となる

ものであります。 

続きまして、歳入について申し上げます。 

10ページをご覧ください。 

1 款市税につきましては、前年度の収入見込みな

どを勘案し計上いたしました。 

入湯税を除き各税とも減額となり、市税総額では

減額計上となるものであります。 

16ページの2款地方譲与税から25ページの 10款

交通安全対策特別交付金につきましては、前年度の

収入見込みや地方財政計画などを参考に算定したも

のであります。 

26ページをご覧ください。 

11款分担金及び負担金につきましては、前年度の

収入見込みや歳出との関連において見込み計上する

ものであります。 

  27ページをご覧ください。 

12款使用料及び手数料につきましては、前年度の

収入見込みなどを勘案し計上いたしましたが、共同
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浴場使用料、市営住宅使用料により総体で減額とな

るものであります。 

  31 ページの 13 款国庫支出金から 39 ページの 14

款道支出金につきましては歳出との関連において見

込み計上するものであり、除雪ドーザの更新に係る

建設機械整備費補助金などで増額となりますが、社

会資本整備総合交付金、障害者自立支援事業費等補

助金、子ども手当負担金などで減額となり、また、

生活保護費負担金など事業費の見直しに伴う減額な

どにより、総額では減額となるものであります。 

 40ページをご覧ください。 

15 款財産収入につきましては各費目で増減いた

しますが、前年度売却した道営住宅建設に伴う不動

産売払収入により減額となるものであります。 

 42ページをご覧ください。 

16 款寄附金につきましては夕張まちづくり寄附

金の収入を見込み、計上するものであります。 

 43ページをご覧ください。 

17 款繰入金につきましては歳出との関連におい

て計上いたしますが、幸福の黄色いハンカチ基金、

財政調整基金、財政再生計画調整基金など各基金の

活用により増額となるものであります。 

 45ページをご覧ください。 

18 款繰越金につきましては平成 23 年度事業の繰

越しに伴い、科目を計上するものであります。 

 46ページをご覧ください。 

19款諸収入につきましては、歳出との関連や前年

度の収入見込み、算定基準などをもとに計上いたし

ますが、前年度実施の空知産炭地域総合発展基金の

いわゆる旧基金事業の終了により減額となるもので

あります。 

52ページをご覧ください。 

20 款市債につきましては歳出との関連において

見込み計上いたしますが、過疎対策事業債につきま

しては新過疎法により財源措置されたソフト事業分

を計上するものであります。 

 以上、歳入の総額は歳出と同額となるものであり

ます。 

1ページに戻ります。 

 第 2条地方債につきましては 7ページの第 2表に

記載のとおり、起債の目的に応じそれぞれ借り入れ

をしようとするものであります。 

 1ページの第3条歳出予算の流用につきましては、

記載のとおり定めようとするものであります。 

このほか、124 ページ以降に記載されております

付属資料につきましては、ただいまご説明申し上げ

ました事項に関連する説明資料となっております。 

  以上で平成 24 年度夕張市一般会計予算の説明を

終わります。 

次に、議案第 2号平成 24年度夕張市国民健康保険

事業会計予算についてご説明申し上げます。 

138ページをご覧ください。 

第 1条歳入歳出予算につきましては、その総額を

18億7,697万2,000円と定めようとするものであり

ます。 

以下、歳入歳出予算事項別明細により歳出から主

な内容についてご説明申し上げます。 

159ページをご覧ください。 

1 款総務費につきましては、人件費をはじめとす

る夕張市国民健康保険運営に係る事務経費を計上す

るものであります。 

164ページをご覧ください。 

2 款保険給付費につきましては、前年度の給付見

込み及び人口減少率を勘案し、減額とするものであ

ります。 

169ページの 3款後期高齢者支援金等、170ページ

の 4款前期高齢者納付金等につきましては、前年度

の決算見込みに基づいた額を計上するものでありま

す。 

171ページをご覧ください。 

5 款老人保健拠出金につきましては、老人保健制

度における事務費拠出金の精算等に係る経費につい

て計上するものであります。 

172ページの 6款介護納付金、173ページの 7款共

同事業拠出金につきましては、算定基準及び前年度

の決算見込みに基づいた額を計上するものでありま
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す。 

174ページをご覧ください。 

8 款保健事業費につきましては、特定健康診査事

業等の実施に要する経費を計上するものであります。 

175ページをご覧ください。 

9 款諸支出金につきましては、過年度の国庫支出

金に過誤納還付金が生じたことから増額となるもの

であります。 

176ページをご覧ください。 

10款予備費につきましては、前年と同額を計上す

るものであります。 

 以上、歳出の総額は 18億 7,697万 2,000円となる

ものであります。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 144ページをご覧ください。 

1 款国民健康保険料につきましては、歳出の保険

給付費、後期高齢者支援金及び介護納付金との関連

において算定基準等によりそれぞれ見込み計上する

ものであります。 

 145ページから147ページまでの 2款国庫支出金、

148 ページの 3 款療養給付費等交付金につきまして

は、それぞれ歳出との関連において算定基準等によ

り見込み計上するものであります。 

 149ページをご覧ください。 

4 款前期高齢者交付金につきましては、算定基準

により見込み計上するものであります。 

 150 ページから 151 ページの 5 款道支出金、152

ページの 6款共同事業交付金につきましては、それ

ぞれ歳出との関連において算定基準等により見込み

計上するものであります。 

 153ページをご覧ください。 

7 款財産収入につきましては、国民健康保険準備

基金に係る利子について計上するものであります。 

154ページをご覧ください。 

8 款繰入金につきましては、繰入れ基準等に基づ

き一般会計からの繰入金を計上するものであります。 

 155ページをご覧ください。 

9 款諸収入につきましては前年度同額を計上する

ものであります。 

 158ページをご覧ください。 

10 款繰越金につきましては前年度決算見込みに

おいて剰余金が見込まれることから、繰越金を計上

するものであります。 

以上、歳入の総額は歳出と同額となるものであり

ます。 

138 ページに戻りまして、第 2 条債務負担行為に

つきましては 141ページの１、第 2表に記載のとお

り医療受給者証システムの更新に当たり、その期間

の限度額について定めようとするものであります。 

 以上で平成 24 年度夕張市国民健康保険事業会計

予算の説明を終わります。 

続きまして、議案第 3号平成 24年度夕張市市場事

業会計予算についてご説明申し上げます。 

夕張市公設地方卸売市場の管理につきましては平

成 23 年度から指定管理者制度による管理を行って

いることから、大きく予算規模が減少しております。 

183ページをご覧ください。 

 第 1条歳入歳出予算につきましては、その総額を

5,000円と定めようとするものであります。 

 以下、歳入歳出予算事項別明細により歳出からそ

の内容についてご説明申し上げます。 

 191ページ、1款総務費につきましては市場管理基

金に前年度決算見込みによる剰余金等を積み立てる

ものであります。 

 以上、歳出の総額は 5,000円となるものでありま

す。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 188ページをご覧ください。 

1 款使用料及び手数料につきましては、土地使用

料を計上するものであります。 

 189ページをご覧ください。 

2 款財産収入につきましては、基金の利子収入を

計上するものであります。 

190ページをご覧ください。 

3 款繰越金につきましては前年度決算見込みを勘

案し、計上するものであります。 
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 以上、歳入の総額は歳出と同額となるものであり

ます。 

以上で平成 24 年度夕張市市場事業会計予算の説

明を終わります。 

続きまして、議案第 4号平成 24年度夕張市公共下

水道事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 192ページをご覧ください。 

 第 1条歳入歳出予算につきましては、その総額を

2 億 8,211万 8,000 円と定めようとするものであり

ます。 

 以下、歳入歳出予算事項別明細により歳出から主

な内容についてご説明申し上げます。 

 203ページをご覧ください。 

1 款公共下水道費につきましては、人件費をはじ

めとする各経費のほか、平和浄化センター中央監視

設備更新事業により増額計上となるものであります。 

 205ページをご覧ください。 

2 款公債費につきましては、起債元金及び利子の

償還金を減額計上するものであります。 

 206ページの 3款諸支出金、207ページの 4款予備

費につきましては、前年度と同額を計上するもので

あります。 

以上、歳出の総額は 2億 8,211万 8,000円となる

ものであります。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 198ページをご覧ください。 

1 款分担金及び負担金につきましては、一般会計

からの負担金を前年度と同額計上するものでありま

す。 

 199ページをご覧ください。 

2 款使用料及び手数料につきましては前年度の収

入見込み等を勘案し、減額計上するものであります。 

 200ページをご覧ください。 

3 款国庫支出金につきましては、歳出との関連に

おいて見込み計上するものであります。 

 201ページをご覧ください。 

4 款繰入金につきましては、一般会計からの繰入

金を計上するものであります。 

 202ページをご覧ください。 

5 款市債につきましては、歳出との関連において

見込み計上するものであります。 

 以上、歳入の総額は歳出と同額となるものであり

ます。 

192 ページに戻りまして、第 2 条地方債につきま

しては 195ページ第 2表に記載のとおり借り入れし

ようとするものであります。 

以上で平成 24 年度夕張市公共下水道事業会計予

算の説明を終わります。 

続きまして、議案第 5号平成 24年度夕張市介護保

険事業会計予算についてご説明申し上げます。 

平成 24年度については、介護保険法第 117条に基

づき厚生労働大臣が定める基本方針等に即して本市

が定める第 5期介護保険事業計画の初年度となりま

す。 

215ページをご覧ください。 

 第 1条歳入歳出予算につきましては、その総額を

14億 4,619万円と定めようとするものであります。 

 以下、歳入歳出予算事項別明細により歳出から主

な内容についてご説明申し上げます。 

 233ページをご覧ください。 

1 款総務費につきましては、各経費の見直しや人

件費などを勘案し、増額とするものであります。 

 238ページをご覧ください。 

2 款保険給付費につきましては前年度のサービス

利用状況などを勘案し、第 5期介護保険事業計画に

基づき算定基準により減額となるものであります。 

 245ページをご覧ください。 

3 款サービス事業費につきましては、業務内容に

応じて算定基準により計上するものであります。 

 246ページをご覧ください。 

4 款地域支援事業費につきましては、制度の改正

や各経費の見直しにより減額となるものであります。 

 248ページをご覧ください。 

5 款基金積立金につきましては、基金に係る利子

積立金を計上するものであります。 

 249ページをご覧ください。 
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6 款諸支出金につきましては、介護保険料過年度

過誤納還付金を増額するものであります。 

250ページをご覧ください。 

7 款予備費につきましては、前年度と同額を計上

するものであります。 

 以上、歳出の総額は 14億 4,619万円となるもので

あります。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 220ページをご覧ください。 

1 款介護保険料につきましては、第 5 期介護保険

事業計画に基づき保険給付費を勘案し、算定基準に

より見込み計上するものであります。 

 221ページから 222ページの 2款国庫支出金、223

ページの 3 款支払基金交付金、224 ページから 226

ページの 4款道支出金につきましては、それぞれ歳

出との関連において算定基準などにより見込み計上

するものであります。 

 227ページをご覧ください。 

5 款繰入金につきましては、一般会計からの繰入

金を計上するものであります。 

 229ページをご覧ください。 

6 款財産収入につきましては、基金に係る利子に

ついて計上するものであります。 

 230ページをご覧ください。 

7 款サービス収入につきましては、歳出との関連

において算定基準などにより見込み計上するもので

あります。 

 231ページをご覧ください。 

8 款諸収入につきましては、前年度と同様の計上

内容であります。 

 以上、歳入の総額は歳出と同額となるものであり

ます。 

以上で平成 24 年度夕張市介護保険事業会計予算

の説明を終わります。 

続きまして、議案第 6号平成 24年度夕張市診療所

事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 258ページをご覧ください。 

 第 1条歳入歳出予算につきましては、その総額を

1億 6,569万円と定めようとするものであります。 

 以下、歳入歳出予算事項別明細により歳出から主

な内容についてご説明申し上げます。 

 267ページをご覧ください。 

1 款総務費につきましては、施設の老朽化に起因

する光熱水費増高経費に係る負担金、並びに地域医

療の確保に必要な病床維持経費に係る負担金を計上

するものであります。 

268ページをご覧ください。 

2 款公債費につきましては、起債元金及び起債利

子の償還金を計上するものであります。 

 以上、歳出総額は 1億 6,569万円となるものであ

ります。 

次に、歳入について申し上げます。 

 263ページをご覧ください。 

1 款診療所事業収入につきましては、旧市立総合

病院に係る診療収入について見込み計上するもので

あります。 

 264ページをご覧ください。 

2 款財産収入につきましては、不用となった薬剤

などの売払い収入を計上するものであります。 

 265ページをご覧ください。 

3 款繰入金につきましては、一般会計からの繰入

金を計上するものであります。 

以上、歳入総額は歳出と同額となるものでありま

す。 

 以上で平成 24 年度夕張市診療所事業会計予算の

説明を終わります。 

 続きまして、議案第 7号平成 24年度夕張市後期高

齢者医療事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 271ページをご覧ください。 

 第 1条歳入歳出予算につきましては、その総額を

2 億 7,754万 7,000 円と定めようとするものであり

ます。 

 以下、歳入歳出予算事項別明細により歳出から主

な内容についてご説明申し上げます。 

 281ページをご覧ください。 

1 款総務費につきましては、人件費をはじめとす
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る経費を計上するものであります。 

 283ページをご覧ください。 

2 款分担金及び負担金につきましては、北海道後

期高齢者医療広域連合への保険料等負担金及び事務

費負担金を計上するものであります。 

 284ページの 3款諸支出金、285ページの 4款予備

費につきましては前年と同額を計上するものであり

ます。 

 以上、歳出の総額は 2億 7,754万 7,000円となる

ものであります。 

次に、歳入について申し上げます。 

 276ページをご覧ください。 

1 款後期高齢者医療保険料につきましては、北海

道後期高齢者医療広域連合で算出した保険料を計上

するものであります。 

 277ページをご覧ください。 

2 款繰入金につきましては、一般会計からの繰入

金を計上するものであります。 

 278ページの 3款繰越金、279ぺージの 4款諸収入

につきましては前年度と同額を計上するものであり

ます。 

以上、歳入の総額は歳出と同額となるものであり

ます。 

 以上で平成 24 年度夕張市後期高齢者医療事業会

計予算の説明を終わります。 

続きまして、議案第8号平成24年度夕張市水道事業

会計予算についてでありますが、1ページをご覧くだ

さい。 

第2条は、平成24年度における業務の予定量を定め

るものであります。 

 平成24年度は、給水件数5,313件、年間総配水量約

137万6,000立方メートルを予定しております。 

 第3条は、当年度の収益的収入及び支出の予定額を

計上するものであります。 

 収入につきましては、営業収益など水道事業収益3

億9,134万7,000円、支出につきましては営業費用な

ど水道事業費3億3,250万4,000円を計上しておりま

す。 

 2ページをご覧ください。 

第 4条は、資本的収入及び支出の予定額を計上す

るものであります。 

収入につきましては、企業債など資本的収入

3,512万3,000円、支出につきましては建設改良費、

企業債償還金など資本的支出 2億 1,119万 6,000円

であります。 

なお、収支差引きにおいて 1億 7,607万 3,000円

の不足となりますが、この不足する額につきまして

は損益勘定留保資金及び利益剰余金等で補てんしよ

うとするものであります。 

 第 5条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法を定めようとするものであり、配

水施設整備事業及び浄水場計測設備整備事業につい

て起債を予定するところであります。 

 第 6条は、一時借入金の限度額を定めようとする

ものであります。 

 第 7条は、予定支出の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合を定めようとするものでありま

す。 

 3ページをご覧ください。 

 第 8条は、議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費の金額を定めようとするものであり

ます。 

 第 9条は、他会計からの補助金を定めようとする

ものであります。 

  第 10条は、利益剰余金の予定処分を定めようとす

るものであります。 

  第 11条は、たな卸資産購入限度額を定めようとす

るものであります。 

 続きまして、予算の実施計画について、収益的収

入及び支出のうち支出からご説明申し上げます。 

 6ページをご覧ください。 

 1 款水道事業費 1 項営業費用につきましては、人

件費のほか庁用費及び水道施設の維持管理費、また

8 ページをご覧ください。固定資産の除却に伴う資

産減耗費、さらに減価償却費予定額を計上しており

ます。 
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 2 項営業外費用につきましては、支払利息、繰延

勘定償却、消費税及び雑支出などの予定額を計上す

るものであります。 

 3 項予備費につきましては前年度と同額を計上す

るものであります。 

 以上、支出の予定総額は 3億 3,250万 4,000円と

なるものであります。 

 次に収入についてでありますが、5 ページをご覧

ください。 

1 款水道事業収益 1 項営業収益につきましては、

給水収益及びその他営業収益見込額を計上するもの

であります。 

 2 項営業外収益につきましては、他会計補助金、

他会計負担金及び雑収益見込額を計上するものであ

ります。 

 以上、収入の予定総額は 3億 9,134万 7,000円と

なるものであります。 

次に、資本的収入及び支出のうち支出からご説明

いたします。 

 10ページをご覧ください。 

 1 款資本的支出 1 項建設改良費のうち、配水施設

整備事業費につきましては配水施設の機械及び設備

更新に要する経費の予定額を計上するものでありま

す。 

 浄水場計測設備整備事業につきましては、各浄水

場における計測機器更新に要する経費の予定額を計

上するものであります。 

メーター更新事業につきましては、年次計画に基

づくメーター取り替え経費の予定額を計上するもの

であります。 

営業設備費につきましては量水器の出庫予定額を

計上するものであります。 

 2 項企業債償還金につきましては、本年度の償還

予定額を計上するものであります。 

 3 項他会計長期借入金返還金につきましては、本

年度の償還予定額を計上するものであります。 

 以上、支出予定総額は 2億 1,119万 6,000円とな

るものであります。 

次に収入についてでありますが、9 ページをご覧

ください。 

1 款資本的収入 1 項企業債につきましては、配水

施設整備事業及び浄水場計測設備事業に伴う起債予

定額を計上するものであります。 

 2 項他会計補助金につきましては交付税算入額を

計上するものであります。 

以上、収入予定総額は 3,512万 3,000円となるも

のであります 

 水道事業会計予算の概要についてご説明申し上げ

ましたが、11ページ以降につきましてはただいまご

説明申し上げました事項に関する予算説明書であり

ますので、内容の説明につきましては省略させてい

ただきます。 

以上で平成 24 年度夕張市水道事業会計予算の説

明を終わります。 

続きまして、議案第 16号夕張市営住宅条例の一

部改正についてでありますが、本案は地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律が制定されました

ことによって公営住宅法など関係法令の一部が改

正されたことに伴い、公営住宅及び改良住宅の入居

資格の要件の見直しと、南清水沢歩団地の建設や住

宅の除却にかかわる関連規定を整備するため条例

の一部を改正しようとするものでございます。 

以上大変長くなりましたが、議案第 1号ないし議

案第 8号、議案第 16号の 9議案につきまして、一括

して提案理由をご説明申し上げました。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 高橋一太君  以上をもって日程第 6を終

わります。 

なお、申し上げます。大綱質問の通告につきまし

ては、本日から 12日の正午までといたしております

ので、ご承知おき願います。 

以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしま

した。 
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本日は、これをもって散会いたします。 

お疲れさまでした。 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時４４分 散会 
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